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納税通知書の電子化による標準仕様書見直し

1 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

納税通知書に印字する「納通QR（仮称）」を追加する

○ ●

新規

（機能名称

「納税通知

書の電子

化」に追加

予定）

納税通知書の電子化に

係る印字項目追加

ー 【機能要件（実装必須）】

「納通QR（仮称）」を生成し、納税通知書に印字できること。

【備考】

・納通QR（仮称）は納税通知書等の電子化希望申請用のQRコード。

・QR名称の印字も合わせて行えること。

eL-QRと同様、どのような役割を持っ

たQRなのか一目で判断出来るよう納

通QRの隣に名前も印字する想定。

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 納税通知書等の電子化希望申請用のQRコードを

作ることで取り扱いが簡単になるため。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ・税額変更通知書について納通QRは電子化済でも

印字予定でしょうか。また、納税通知書（電子納

通）同様「電子通知希望」欄が必要と存じます。

（前回ご意見できておらず申し訳ありません。）

・印字位置については電子化検討会WGの時点で

様々検討があった認識でおります。別紙への印刷な

ど団体の判断による印字位置の移動を妨げない旨な

ど、補足不要でしたでしょうか。

・納通の電子化に関する各項目の適合基準日が概ね

R9.3.1となっておりますが、R9.4.1以後に発出され

る納通が対象となるため、適合基準日はR9.4.1かと

考えております。（適合基準日の考え方が誤ってい

れば申し訳ありません。）

賛成 市町村の実務に関する事項のため、意見はございま
せん。

反対 当該要件について、納税通知書（現金納付用、口座

振替用）の双方を含めた内容になると思いますが、

口座振替該当に関する仕様が不明確です。

具体例として、口座振替用の納税通知書は名寄せ様

式のため、納税通知書１枚に複数の車両情報を印字

します。

eL-QRは車両単位で管理しているため、複数台を所

有する義務者の場合、以下の疑問が発生します。

①「納通QR（仮称）を印字する個数」

②①の回答が１つである場合、「納通QR（仮称）

に設定する値はどのような値か（複数車両の情報を

どのように含めるのか）」

賛成 賛成 電子化希望申請用のQRコードはあった方

が運用上便利なため

賛成 賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとし、以下の点についても仕

様書へ反映いたします。

・税額変更通知書について「電子通知希望」欄を追加

・電子通知希望済の場合は、帳票へのQR印字が不要のため、諸

元表へその旨補足する

2 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

納税通知書に印字する「納通QR（仮称）識別子」を追加

する

○ ● 0130217
納税通知書の電子化に

係る管理項目追加

【機能要件（実装必須）】

車両情報の管理（設定・保持・修正）ができること。

＜車両情報＞

軽自管理番号

車両番号（標識番号）

・・・（省略）

電子通知希望（有/無）

団体別仮名識別子

【備考】

・軽自管理番号は職員で直接修正できる必要はなく、参照のみできれば良い。

・画面表示上の実装方法として、種別、営業用・自家用区分及び用途を組み合わ

せて車種とすることは問題ない。（例：軽４輪自家用乗用）

・団体別仮名識別子とは、地方団体ごとに納税者を一意に特定する固有の識別子

を指し、申請情報を元に基幹システムの税宛名情報と突合し、一致した宛名に識

別子を紐づけすることで、eLTAX（通知IFS）と基幹システム間で個人を特定す

る。

【機能要件（実装必須）】

車両情報の管理（設定・保持・修正）ができること。

＜車両情報＞

軽自管理番号

車両番号（標識番号）

・・・（省略）

電子通知希望（有/無）

団体別仮名識別子

納通QR（仮称）識別子

【備考】

・軽自管理番号は職員で直接修正できる必要はなく、参照のみできれば良い。

・画面表示上の実装方法として、種別、営業用・自家用区分及び用途を組み合わ

せて車種とすることは問題ない。（例：軽４輪自家用乗用）

・団体別仮名識別子とは、地方団体ごとに納税者を一意に特定する固有の識別子

を指し、申請情報を元に基幹システムの税宛名情報と突合し、一致した宛名に識

別子を紐づけすることで、eLTAX（通知IFS）と基幹システム間で個人を特定す

る。

・納通QR（仮称）識別子は帳票に印字されている納通QR（仮称）が汚損等によ

り読み込めない場合に入力する番号

eL-QRと同様に帳票に印字されている

QRコードが汚れている場合に代用す

る納付番号（34桁想定）を印字する必

要があるため、要件化を想定。

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。

QRコードを読み取れなかった時の

代用であることが分かるような記

載の仕方が必要かと思います。

賛成 賛成 特に意見なし 賛成 納通ＱＲ（仮称）識別子があることで様々な

ケースに対応できるため。

賛成 賛成 賛成 印字について反対はしませんが、そこまでの

想定・必要性があるかどうか疑問です。口座

用納通はともかく、一般用納通はただでさえ

印字エリアが狭く、文字が小さくなりがちな

ので、これ以上文字が小さくなると納税義務

者の利便性が低下するため、配慮が必要で

す。

賛成 賛成 賛成 賛成 同上 反対 納通QR（仮称）に設定される内容が未確定の状態

では判断できません。

例として、車両単位で納通QR（仮称）識別子を持

たせる仕様としている、納通QR（仮称）識別子は

年度毎に変わらない内容なのか。納通QR（仮称）

識別子に賦課年度、課税年度のような情報が含まれ

る場合、年度毎に異なることとなるため、車両毎に

管理するのは適さないと考えます。

また、団体別仮名識別子は「地方団体ごとに納税者

を一意に特定する固有の識別子」のため、車両情報

管理ではなく、納税義務者情報管理で管理すべき項

目ではないか。

賛成 賛成 電子化希望申請用のQRコードはあった方

が運用上便利なため

賛成 賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとします。

3 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

同上

○ ●
0130036

0130040

0130073

納税通知書の電子化に

係る印字項目追加

ー 納通QR（仮称）、納通QR（仮称）の名称表示、納通QR（仮称）識別子の印字

項目を追加。

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 印字項目を追加することで分かりやすくなるた

め。

賛成 賛成 賛成 同上 賛成 反対 No4に同じ 賛成 ・eL番号と平仄を合わせる場合、「‐」が３つ入り

37桁となります。

・諸元表「内容」の項目において「納付済通知書を

一意に特定する番号」と同程度の内容をお示しいた

だければと思います。

賛成 同上 反対 帳票ID 0130036については、１枚１通知書なので

問題ないと思います。

しかし、帳票ID 0130040（納税通知書（口座振

替））についての仕様が不明確なので、結論として

は反対です。

帳票ID 0130040は名寄せ様式のため、納税通知書

１枚に複数の車両情報を印字します。その場合、納

通QR（仮称）に設定する値はどのような値となる

か不明です。

例えば、１枚の通知書に４台分の車両情報が表示さ

れている場合、納税通知書（口座振替）にはどのよ

うに印字される想定でしょうか。（納通QR（仮

称）を車両台数分印字するのか、何か共通の内容を

印字するのか）

帳票ID 0130073（税額変更通知書）については、

運用面では増額の際は納税通知書と共に発送するた

め、納通QR（仮称）は印字不要と考えます。

賛成 賛成 電子化希望申請用のQRコードはあった方

が運用上便利なため

賛成 反対 No4に同じ 概ね賛成のため、事務局案のとおりとし、以下の点についても仕

様書へ反映いたします。

・納通QR（仮称）識別子は、eL番号と平仄を合わせて「‐」を

３つ追加することを想定し、37桁とする

・納通QR（仮称）識別子の諸元表「内容」の項目において、固

定資産税における同内容の記載と合わせて「電子納税通知書送付

希望申請に用いる一意の番号」である旨補足する

・税額変更通知書と納税通知書を同時に発送する場合は税額変更

通知書の納通QR（仮称）の印字は省略してもよい旨、諸元表へ

補足する

4 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

同上

○ ●
0130036

0130040

0130073

納税通知書の電子化に

係る印字項目追加

ー 同上 照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 印字項目を追加することで分かりやすくなるた

め。

賛成 賛成 賛成 同上 賛成 反対 ID：0130036について

納通QR（仮称）、納通QR（仮称）の名称表示、納通QR

（仮称）識別子追加に伴い、納税通知書（納付書払い）の

以下の項目について、レイアウトが変更となっておりま

す。

① 納税義務者（住所および氏名）

② 標識番号

③ 車種

これにより、地方公共団体では変更後の帳票の発注作業が

必要となります。また、開発事業者においては、様式の切

替前後で印刷プログラムの切替が必要となり、追加の費用

が発生することが見込まれます。

つきましては、追加項目（納通QR関係）の印字位置につき

まして、通知書番号欄と納税義務者欄の間にある余白部分

への配置をご検討願います。なお、余白部分への配置に懸

念事項がある場合は、諸元表に「余白部分への印字でも

可」等の既存レイアウトに影響のない位置への印字も可能

とするような（帳票レイアウトの位置でも、今ある余白部

分の印字でもどちらでも可とするような）記載の検討も合

わせてお願いいたします。

賛成 賛成 同上 反対 帳票ID 0130036については、指定の場所に印字す

るためには、納税義務者情報、標識番号、車種等の

表示枠を狭める必要があり、諸元表どおりの文字サ

イズ、桁数の表示は不可能です。また表示桁数を少

なくした場合は桁落ちが多発すことになります。通

知書番号下のスペース部分等の活用をご検討いただ

きたい。

帳票ID 0130040（納税通知書（口座振替））につ

いての納通QRの仕様が不明確のため、判断ができ

ません。（＃3に記載）

帳票ID 0130073（税額変更通知書）については、

運用面では増額の際は納税通知書と共に発送するた

め、納通QR（仮称）は印字不要と考えます。

賛成 賛成 電子化希望申請用のQRコードはあった方

が運用上便利なため

賛成 印字スペースの都合上、印字位置の微調整は許容い

ただきたい。

反対 ID：0130036について

納通QR（仮称）、納通QR（仮称）の名称表示、納通QR

（仮称）識別子追加に伴い、納税通知書（納付書払い）の

以下の項目について、レイアウトが変更となっておりま

す。

① 納税義務者（住所および氏名）

② 標識番号

③ 車種

これにより、地方公共団体では変更後の帳票の発注作業が

必要となります。また、開発事業者においては、様式の切

替前後で印刷プログラムの切替が必要となり、追加の費用

が発生することが見込まれます。

つきましては、追加項目（納通QR関係）の印字位置につ

きまして、通知書番号欄と納税義務者欄の間にある余白部

分への配置をご検討願います。なお、余白部分への配置に

懸念事項がある場合は、諸元表に「余白部分への印字でも

可」等の既存レイアウトに影響のない位置への印字も可能

とするような（帳票レイアウトの位置でも、今ある余白部

分の印字でもどちらでも可とするような）記載の検討も合

わせてお願いいたします。

概ね賛成のため、事務局案のとおりとします。

なお、大規模自治体では納税義務者番号の下側に独自の管理用

QR及び管理番号を設けているため、事務局案の通り納税義務者

欄等の一部を削除し、納通QR（仮称）の印字位置を定める想定

です。

5 令和７年度 令和9年3月1日

令和10年4月1日
制度改正

API連携に対応した書きぶりへ修正する

○ ●

0130218

0130223

0130224

0130225

0130237

0130228

0130241

0130229

0130230

0130231

0130232

0130233

0130234

eLTAX（通知IFS）への

登録方式に係る追記

【機能要件】

～CSV形式で取込みできること。

～、CSV形式でeLTAX（通知IFS）に登録できること

【要件の考え方・理由】

納税通知書等の電子化のための要件として定義している。

詳細は地方税共同機構の仕様書等を確認すること。

【機能要件】

～取込みできること。

～eLTAX（通知IFS）に登録できること

【要件の考え方・理由】

納税通知書等の電子化のための要件として定義している。

eLTAX（通知IFS）への登録方式（CSV形式での連携、API連携等）の詳細は地

方税共同機構の仕様書等を確認すること。

CSV連携、API連携等見積参考資料に

示された方式に合わせられるよう追記

する想定。

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 ＣＳＶ形式で取り込みができることで、業務の

効率化につながるため。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 市町村の実務に関する事項のため、意見はございま
せんが、地方税共同機構のAPI連携に関する詳細
資料をご提供いただけますでしょうか。

賛成 賛成 賛成 対応方針は変わらない認識なので、要件

を分かりやすくする目的なら問題ないか

と思います。

賛成 賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとします。

6 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

電子通知対象者現況確認情報の取り込み機能を追加する

○ ●

新規

（機能名称

「eLTAX連

携データ取

込」に追加

予定）

電子通知対象者現況確

認情報の取り込み

ー 【機能要件（実装必須）】

eLTAXと連携し、電子通知対象者現況確認情報を一括及び個別に取込みできるこ

と。

【備考】

電子通知対象者現況確認情報（納税者等の死亡やe-私書箱・通知ポータルのサー

ビス退会等があった場合の現況情報）は、宛名情報の更新の一助に活用されるこ

とを想定している。

【要件の考え方・理由】

納税通知書等の電子化のための要件として定義している。

eLTAX（通知IFS）への登録方式（CSV形式での連携、API連携等）の詳細は地

方税共同機構の仕様書等を確認すること。

納税者等の死亡やe-私書箱・通知ポー

タルのサービス退会等があった場合、

納税者等がシステムにログインできな

くなるため、納税者等に係る現況情報

を電子通知対象者現況確認情報ファイ

ルを取り込み、税システムにて宛名、

電子通知希望（有/無）等の確認・更

新できるよう要件化する想定。

＜参考＞

納税通知書等の電子化における見積参

考資料【0.51版】

4.12 システムの退会等による影響

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 電子通知対象者の情報が確認できることで、対

応しやすくなるため。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 市町村の実務に関する事項のため、意見はございま
せんが、適合基準日の日付根拠をご教示いただけま
すでしょうか。
また、地方税共同機構のAPI連携に関する詳細資
料をご提供いただけますでしょうか。

賛成 反対 死亡やサービス退会に係る情報更新

であるため一般的にそれほど大量の

件数は発生しないと想定されます。

大量の更新が必要となるのは大規模

団体となりますので、実装必須機能

としては「電子通知対象者現況確認

情報を個別に取込み（更新）できる

こと。」とし、一括取込機能につい

ては標準オプション機能としてくだ

さい。

反対 オプション機能でもいいのではないで

しょうか。

賛成 実装必須機能とした理由があれば、ご教示いただき

たいです。

賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとし、以下の点についても仕

様書へ反映いたします。

・実装必須機能としては「電子通知対象者現況確認情報を個別に

取込みできること。」とし、一括取込機能については標準オプ

ション機能とする

7 令和７年度 令和9年3月1日 制度改正

電子納税通知書送付以降のフローを業務フローに追加す

る

○ ● 新規
6.1 当初課税

7.4 税額変更

ー 業務フロー6.1、7.4に納税通知書等の電子化に係るフローを追記 照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 フローに追加することで分かりやすくなるた

め。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 ・「eLTAX審査システム」の部分は「通知IFS」を

想定しております。

・希望申請受理に関する追記は不要でしょうか。

賛成 賛成 異論ございません。 賛成 賛成 賛成 運用形態が変わるのでフロー図があった

方が分かりやすいです。

賛成 賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとし、以下の点についてもフ

ローへ反映いたします。

・「eLTAX審査システム」の部分は「通知IFS」とする

8 令和７年度 令和10年4月1日 制度改正

電子送付希望の申出の初年度において、更正決定等が

あった際には紙媒体の納付書を送付する運用であること

から、管理項目として申請日時を追加する。

○ ● 新規
納税通知書の電子化に

係る管理項目追加

ー 【機能要件（実装必須）】

車両情報の管理（設定・保持・修正）ができること。

＜車両情報＞

電子通知希望申請日時

二重納付のリスクを軽減するために、

納税者が電子通知希望申請を行った年

は納付書の電子化は行わず、納付は郵

送された紙の納付書を利用した従来の

方法のみで行う。一方でその翌年以降

は、紙の納付書は納税者に送付しない

想定である。

なお、本管理項目が必要となるのは送

付有無が混在する制度開始の翌年度以

降であることから、適合基準日は令和

10年4月1日とする。

＜参考＞

納税通知書等の電子化における見積参

考資料【0.51版】

照会 ①要件化又は修正について、賛否を

ご回答ください。

②反対意見がございましたら記載し

てください。

賛成 軽自動車税種別割納税通知書の電子化について、納税者
（特に大口）に対する納税の利便性向上に繋がると思われ
ますので、方向性としては賛成です。
しかし、現在の制度設計による実施では、現行の紙による
納税通知書の発行業務（当団体の場合は約33万件）に加
え、電子納税通知を送るといった２重の事務が繁忙期に発
生します。これは当団体のみならず全国共通の課題です。
よって電子納税通知書の送付のみで事務が完結するよう電
子納税通知書を正本化を含めた関係法令の整備を最優先で
進めるべきと考えます。
また、交付金の充当があるとはいえシステム改修や維持管
理経費が増大しています。費用対効果の視点で制度の全体
最適を図りつつ、納税者の利便性向上と地方自治体の事務
軽減の両立ができる制度としていただけますようお願いい
たします。

賛成 特に異議等ございません。 賛成 賛成 要件化には賛成ですが、適合基準日につき

ましては令和９年４月１日にすべきだと考

えます。令和９年度に発送した納税通知書

について電子送付希望の申出があり、次年

度に向けて申出の管理の必要があるためで

す。

賛成 電子通知希望申請の日時があることで、いつか

ら電子納税通知書にするか確認できるため。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ・適合基準日がR10.4.1ですが、R9.4.1から入力でき

る必要があると想定されます。

賛成 市町村の実務に関する事項のため、意見はご

ざいません。

賛成 賛成 賛成 二重納付を防ぐ目的なら追加した方が良

いと考えています。

賛成 翌年以降は、紙の納付書は納税者に送付しない想定

（電子）であるが、「帳票ID0130123：納税通知書

（電子納通）」は紙で送付する認識で問題ないで

しょうか。

賛成 概ね賛成のため、事務局案のとおりとし、以下の点についても仕

様書へ反映いたします。

・納通の電子化に係る他機能と合わせてと適合基準日をR9.3.1と

する

・本管理項目を用いた納付書の振り分けについて、固定資産税

WTでの意見と横並びで備考欄に補足する

仕様書分類

ID 要件名 要件（変更前）

WT構成員（T市）ご回答欄WT構成員（O市）ご回答欄 WT構成員（P市）ご回答欄 WT構成員（Q市）ご回答欄 WT構成員（R市）ご回答欄 WT構成員（S市）ご回答欄

改正年度 施行日 分類 改正・要望内容
標準仕様書

への反映

WT構成員（J市）ご回答欄 WT構成員（K市）ご回答欄 WT構成員（L市）ご回答欄 WT構成員（M市）ご回答欄

対応方針（修正）

WT構成員（N市）ご回答欄WT構成員（H市）ご回答欄

#

改正・要望内容 標準仕様書改定内容

事務局案 WT構成員（A市）ご回答欄 WT構成員（B市）ご回答欄

要件（変更後） 備考

WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄 WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（G市）ご回答欄 WT構成員（I市）ご回答欄


